
     

NPO 法人猪名川在宅ケアを考える会 

令和６年度 事業計画書 

1 基本方針 

一人一人のその人らしさを支えあう地域の拠り所となることを目指して、「在宅ケアの集

い」の開催を継続し、老いの豊かな価値観をみつけ、創り出す場を提供するなか、新たな関

係性のなかで情報収集と啓発の機会を広げます。 

有償ボランテイアによる訪問サービス事業としての訪問たすけあい活動により、制度の狭

間にある地域の高齢者に希望するサービスを提供します。また、活動協力会員の呼びかけに

より、地域の介護人材の幅を広げ、さらに、地域の関係機関との連携を深め、地域の高齢者

福祉の増進に寄与することを目指します。この活動を広げるために、活動協力員のためのミ

ニ講座の開催も継続し、新たな助成金事業「地域での孤立に気づき、つながり、見守る人材

養成講座」を開催することにより、地域の人材の掘り起こし、育成、連携を目指します。 

年度末の「防災の集い」で、猪名川町の危機管理担当者を囲んで活発な意見交換をしたこ

とから、当日の意見交換をもとに、参加者に呼び掛けて、地域ごとの「防災」をキーワード

に話し合い、地域ごとのつながりづくりを模索する場を提案することとします。 

二つの団体の助成金を受けて、上述の「防災」をキーワードとする集いや、中央共同募金

会の主催する「地域での孤立に気づき、つながり、見守る人材養成講座」を開催することに

より、更に、地域の団体との連携・協働を深め、地域のつながりづくりに貢献していくこと

を目指します。 

 

2 特定非営利活動に係る事業 

（1）地域の福祉・介護サービス関連の情報収集と啓発事業 

地域の福祉・介護サービス関連の情報の啓発事業として、引き続き「在宅ケアの集い」を

ハイブリッド型方式により開催します。ZOOM の安定した配信を目指し、外出が困難である

高齢者や、ケアを担う家族、介護職等のアクセスに配慮することを目的とし、ZOOM の参加

者の増加を目指します。 

 また、集いの中では、デジタル社会が加速する中、高齢者が自立するために必要な  IT

スキルを学ぶスマホ講座を継続的に開催することとします。 

引き続き、定期打ち合わせ（ZOOM 方式）により「在宅ケアの集い」で得られた情報の整

理・課題の抽出を重ねて、次の集いの開催へとつなぎます。 

猪名川町公民館登録グループ実行委員会主催による「公民館フェスタ」への参加、地域活

動団体登録により、他グループとの交流・連携による情報収集・啓発活動を広げます。 

 

（2）福祉・介護サービス関連の相談事業 

「在宅ケアの集い」のなかの個別相談の事例による意見交換に加え、引き続き他団体 

が主催する地域をつなぐイベントに参加し、当法人のブースを設け、活動の広報を兼ねた相

談窓口を設置し、計画的・意図的に相談を受けることを目指します。 

相談件数が伸び悩む中、相談受付の案内を具体的な事例を挙げるなどの広報をホーム 

ページ上や、集いの案内に記載することを試みます。 



（3）市民による福祉行政への参画及び協働の推進事業 

地域のサロンと連携して防災の集いを開催することや、JAオアシス小規模多機能型居宅

介護事業所の運営推進会議に参加することにより、関連団体・機関と連携し、地域の高齢

者福祉の増進と豊かなバリアフリー社会の形成に寄与することを目指します。 

また、地域のニーズを提言にまとめることに向けて、地域の高齢者のニーズ収集と課題

分析を重ねます。 

 

（4）その他の事業 

①有償ボランテイアによる訪問サービス事業 

有償ボランテイアによる介護保険等制度外サービスを提供し、高齢・障碍者が、その生

涯の各々の過程でシームレスなサービスを利用しながら、そのひとらしい生活が継続でき

るよう、一人ひとりの希望する生を全うする伴走者となることを目指します。   

また、その活動に協力者を募り、ミニ・生活援助講座の開催や、「地域での孤立に気づ

き、つながり、見守る人材養成講座」を開催し、地域の人材の掘り起こし、人材育成、地

域の連携を目指します。 

 ②中央共同募金会「地域での孤立に気づき、つながり、見守る人材養成講座」 

開催事業 

  年度初めに助成決定があり、訪問助け合い活動の活動協力会員の人材育成を兼ねて町内

で活躍する現役ワーカーや、ボランテイアなどを対象に、年間 4 回開催（内 2 回を ZOOM

方式によるオンライン開催）することとします。 

開催にあたっては、同じく助成決定のあった NPO法人いながわリンクとの連携を始め、地

域の子ども食堂の主催者、高齢者サロンの主催者、福祉委員会との共催の呼びかけや、居

宅介護支援事業所、町保健課、NPO センター、社会福祉協議会の後援の依頼、町議会議員

などへ広く連携を呼びかけるものとします。 

 

1 事業実施体制 

（１） 会議に関する事項 

① 通常総会 

令和 7年 5月 開催予定 

② 理事会 

令和 6年 5月、令和 7年 4月開催予定 

 

（2）事務局体制 

事務局スタッフ 米津みずえ、今村惠子（書記）、水島廣子（会計） 

 

（3）会員 

① 正会員   10名 

② 賛助会員   10名 

顧問会員   1名 

 


